
江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付要綱 

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日 

３０江都ま第１１４３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、身体障害者が区内の商店街において実施するユニバーサ

ルデザイン意識啓発活動に対して奨励金を交付することにより、商店街にお

けるユニバーサルデザイン意識の向上を図り、もって誰もが住みやすいまち

づくりの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

第４項に規定する身体障害者手帳を交付されている者をいう。 

(2) ユニバーサルデザイン 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず

多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方をい

う。 

(3) 商店街 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）により設立された商

店街振興組合 

イ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）により設立され

た事業協同組合 

ウ ア及びイに定めるもののほか、江東区中小企業団体登録要綱（平成１

０年４月２２日江地商発第２２号）に基づき江東区中小企業団体名簿に

登録されている商店会及び商店街連合会 

(4) ユニバーサルデザイン意識啓発活動 身体障害者が商店街の各店舗にお

いて物品又はサービスを購入した中で必要と感じたユニバーサルデザイン

の視点に基づく人的支援、店舗外観、商品陳列及び接客方法の改善点等を

当該店舗に伝える活動をいう。 

（奨励金の交付対象者） 

第３条 奨励金の交付対象者は、身体障害者のうち、ユニバーサルデザイン意



識啓発活動の趣旨を十分に理解し、主体的に当該活動を実施できる者であっ

て、次の各号のいずれかの種別に該当するものとする。 

(1) 肢体不自由者  

(2) 視覚障害者 

(3) 聴覚障害者 

(4) 身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）に規定する身体障害者

補助犬を使用する身体障害者 

２ 奨励金の交付対象者は、ユニバーサルデザイン意識啓発活動の実施状況を

記録する者（以下「記録者」という。）を１名以上随行させなければならな

い。ただし、記録者は、奨励金加算支給の対象としない。 

３ 奨励金の交付対象者は、第１項各号の種別のうち、本人とは異なる種別の

身体障害者（以下「支援者」という。）を同行させ、ユニバーサルデザイン

意識啓発活動を支援させることができるものとする。 

（奨励金の対象活動） 

第４条 奨励金の対象となる活動は、ユニバーサルデザイン意識啓発活動とす

る。 

（奨励金の交付額）   

第５条 奨励金の額は、次の各号に定める額を合計した額とし、予算の範囲内

で交付する。 

(1) 基本支給額 奨励金の交付対象者がユニバーサルデザイン意識啓発活動

を実施した店舗の数に１，０００円を乗じて得た額 

(2) 加算支給額 奨励金の交付対象者が第３条第１項各号に掲げる複数の種

別に該当する場合又は奨励金の交付対象者が支援者を同行させた結果とし

て第３条第１項各号に掲げる複数の種別に該当することとなった場合は、

種別の数から１を減じて得た数にユニバーサルデザイン意識啓発活動を実

施した店舗数及び３００円を乗じて得た額 

（交付申請及び実施計画） 

第６条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」とい

う。）は、江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付申請

書（別記第１号様式）に実施計画を記載の上、次に掲げる書類を添えて、区



長に申請するものとする。 

(1) 申請者及び支援者の身体障害者手帳の写し 

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 実施計画における実施店舗数は、３以上とする。 

３ 実施計画における実施期間は、同一年度内とする。 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるものについては江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活

動実施者証明書（別記第２号様式）を交付するとともに江東区商店街ユニバ

ーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付決定通知書（別記第３号様式）によ

り、不適当と認めるものについては江東区商店街ユニバーサルデザイン意識

啓発活動奨励金交付申請却下通知書（別記第４号様式）により、申請者に通

知する。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

（変更等の申請） 

第８条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、第５条の規定により申請した事項に変更等が生じた場合は、

速やかに江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付決定内

容変更（中止）承認申請書（別記第５号様式）に関係書類を添えて区長に申

請するものとする。 

（変更等の承認） 

第９条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当

と認めるときは、江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交

付決定内容変更（中止）承認決定通知書（別記第６号様式）により交付決定

者に通知する。 

２ 区長は、前項の承認に際し、条件を付することができるものとする。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、ユニバーサルデザイン意識啓発活動が完了したとき

は、速やかに江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金実績報

告書（別記第７号様式。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を



添えて、区長に報告しなければならない。 

(1) ユニバーサルデザイン意識啓発活動訪問票 

(2) 活動状況の記録写真 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１１条 区長は、前条の実績報告書を審査した結果、奨励金の交付決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき奨励金の額

を確定し、速やかに江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金

交付額確定通知書（別記第８号様式）により交付決定者に通知する。 

（奨励金の請求） 

第１２条 前条の規定により奨励金の額の確定を受けた交付決定者は、速やか

に江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付請求書（別記

９号様式）により、区長に奨励金の交付を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに奨励金を支払う。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき 

(2) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき 

２ 区長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合は、江東区

商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付決定取消通知書（別記

第１０号様式）により、交付決定者に通知する。 

（奨励金の返還） 

第１４条 区長は、前条の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し既に奨励金を交付し

ているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による奨励金の返還に係る違約金及び延滞金の取扱いについて

は、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）定

めるところによる。 



（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、

都市整備部長が別に定める。 


